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名

種肉（骨付きのももを除く。）

さけ又はますの卵（塩蔵、塩水つけ、乾燥又はくん製のもの）

さけ又はます（塩蔵、塩水つけ又は乾燥のもの）

かに（生きているもの及び生鮮、冷蔵又は冷凍のもの）

バナナ（生鮮のもの）

パーム油　t

香水、オーデコ．ロンその他これらに頸するもの

触媒（鉄触媒等以外のもの）（自動車用のもの）

再生木材（板状のもの）

再生木材（その他のもの〉

クラフト菰（垂装用のもの）

拓及び板紙（1m2の重星が300g以下のもの）でけい線、線又は方眼線を引い

たもの

板紙（その他のもの）でけい線、線又は方眼線を引いたもの

アートペーパー

トレーシングペーパー

パラフィンベーパー及びワックスぺ－・バー
／

油紙

リソグラフイツクペーパー

カーボンベーパー

タールペーパー

柘及び板柾で接着性のもの

匿青物質を塗布した紙及び板紙並びにバライタペーパー

その他の印劉用紙、婁記用紙及び囲画用紙

（1m2の重畳が30gを超え、300g以下のもの）

黄麻轄物等

ハンカチく亜麻製又はラミー封のもの）

容器成形充てん機及び包装廟械等並びにそれらの部分品

エキスカベーターの部分品

しゅんせつ機の部分品

その他の捉削機等の部分品

普通型コンバイン

溶接用、ろう付け用機器等（ガスを用いて処理するものに限る。）のうち、数値糾

榔式の機器

溶接用、ろう付け用機器等（ガスを用いて処理㌻るものに限る．）のうち、その他
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名

4．52－2（1）

l．52－2（2）

61

21－2

21－3

06－2

03－1

eX

eX

eX

eX

03－1eX

o3－●2eX

o3－2甲

09－2

28－－48X

金銭jEj縁椙（電子式ディジタル自動データ処理機械の中央地理装重に接続できるも

の）

簿記会計機く電子式のもの）

コック、弁その他これらに頸する物品

半導仏

半導体

無限軌道式トラクターの部分品

めがなのフレーム（金属製、セルロイド製のもの等を除く．）（貴金属等を剛、た

もの）

めがねの柄及びわく並びにこれらの部分品のうち、その他のもの（貴金属等を用い

たもの）

均がねのフレーム（金属製、セルロイド製のもの等を除く。）

めがねの1両及びわく並びにこれらの部分品のうち、その他のもの

写真引伸磯及び写貫縮小槙並びにそれらの部分品及び附属品

自動謡整膚器（自動車用のもの）

日．半導体七っいては、日米先端技術産業作業部会の提言を踏まえ、日本及び米国が紹互に関税を飯島する

との前提で対処。

2．／けナ（生鮮のもの）及びパーム油は特東国税の引下げ。

黄麻織物等は特別特恵関税（節税）の新設・

3．普通型コンバインは男沌削首定。
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く附　属　賀　料）

公　共　投　資　等　追　加　見　込　額

分

債務負担）

約

的

約

的

約

的

ー350－

区

1．災害復旧事業

2．－一般公共事業（

3．住宅金融公庫

4．日本道路公団等

5．地方単独事業

計

金

6．300　億　円・．

4．500　億　円

2，000　億　円

1．500　億　円

4．500′億　円

18．800　億　円


